
現行計画 次期計画

第Ⅰ章 計画の基本的事項

１ 計画策定の目的

２ 計画の枠組み（位置づけ、期間、対象
者、対象範囲）

３ 計画の見直しに向けて（新計画の見直
しの方法、改訂ポイント、目標や施策等
の項目の関係性の再整理、構成）

第Ⅱ章 計画の理念と目標

１ 計画の基本理念

２ めざす環境像

３ 長期目標

４ 短期目標と施策方針

第Ⅲ章 計画の実現に向けて

１ 施策推進の基本的な考え方

２ 協働による取組みの推進

３ PDCA サイクルによる計画の適切な進行
管理

第Ⅳ章 目標達成に向けた施策

■施策の体系

■自然環境分野

１ 施策方針

２ 施策方針別の施策

３ 管理指標

■生活環境分野

※自然環境分野と同様

■地球環境分野

※自然環境分野と同様

■環境情報分野

※自然環境分野と同様

第１章 計画の基本的事項

１ 計画策定の目的

２ 計画の枠組み（位置づけ、期間、推進主体、
対象範囲）

３ 協働による計画の進行管理（協働による推進
体制、PDCAサイクルによる進行管理）

第２章 現行計画策定後の動向

１ 社会情勢の変化

２ 現行計画の推進状況

３ 計画の改定ポイント

第３章 計画の理念と目標

１ 計画の基本理念

２ めざす環境像

３ 長期目標と短期目標

第４章 目標達成に向けた戦略と分野横断的取組

１ 多摩市の環境を取り巻く危機を克服するため
に（気候危機、生物多様性の危機の認識）

２ 戦略

３ 分野横断的取組（重点取組項目）

第５章 分野別の取組

■取組みの体系

■自然環境分野
【緑の基本計画、生物多様性地域戦略】

１ 取組方針（方針、短期目標及び指標）

２ 取組方針別の取組項目（現状・課題を含む）

■生活環境分野【地域気候変動適応計画】

※自然環境分野と同様

■地球環境分野
【地球温暖化対策実行計画（区域施策編）】

※自然環境分野と同様

■環境活動分野

※自然環境分野と同様

資料４骨子案（１）目次構成

戦略設定の理由・背景を示
すことで、「気候非常事態
宣言」に基づく危機に対す
る認識を示すことができる。

分野ごとに、包含する計画
を位置づけることで、それ
ぞれの計画の進行管理がし
やすくなる。

分野横断で重点的に取り組む戦略を設けることで、
メリハリを付けて市民等に求める取組みをわかり
やすく示すことができる。また、市の施策を効果
的・効率的に推進できるようになる。

市民・事業者・市の各主体の
それぞれの行動と連携・協働
による取組みを起こしていく
「戦略」を設定（追加）

協働による進行管理
を計画の基本的事項
とする

社会情勢の変化を捉えた
計画として、背景を説明
する章を追加

「施策」から「取組」と表記

情報提供から、協働による取
組を促す計画とするため、分
野名を変更 目標達成に向けた戦略と分野横断

的取組（第4章）と分野別の取組み
（第５章）の体系については、資
料３を参照



地球環境分野
【地球温暖化対策実行計画(区域施策編) 】

Ｇ：エネルギーの効率的な利用
G1：省エネルギーの推進

＜拡充＞

Ｈ：再生可能エネルギーの利用
拡大

H1：再生可能エネルギーの導入
加速化＜拡充＞

H2：環境技術の導入＜新規＞

Ｉ：資源循環の推進
I1：ごみの発生抑制と減量の推進
I2：ごみの適正処理に向けた分別

の徹底
I3：資源の有効活用
I4：食品ごみの削減＜新規＞
I5：プラスチックの削減＜新規＞

Ｊ：脱炭素型のまちへの移行
J1：脱炭素型まちづくりの推進

＜拡充＞
J2：脱炭素型ライフスタイルの

普及＜新規＞

生活環境分野
【地域気候変動適応計画】

Ｄ：健康的で安全安心な暮ら
しの保持

D1：公害の発生防止
D2：化学物質等の把握・情

報提供＜新規＞
D3：その他の問題への対応

Ｅ：美しく快適なまちの保持
E1：まちの美化対策
E2：路上駐車・放置自転車

対策
E3：街なみ景観の保全

Ｆ：気候変動の影響に備える
適応策の推進
＜新規＞

F1：豪雨対策の推進
＜新規＞

F2：暑さ対策、熱中症対策
等の推進＜新規＞

F3：環境配慮型の公共施設
の整備＜新規＞

環境活動分野

Ｋ：環境教育・環境
学習の充実

K1：地域と連携した
環境教育の推進
＜拡充＞

K2：環境を楽しむ体
験型活動の充実

Ｌ：市民協働による
環境活動の促進

L1：人材の育成と体
制づくり

L2：環境情報の提供
L3：協働による取組

みの活発化
＜新規＞

自然環境分野
【生物多様性地域戦略、緑の基本計画】

Ａ：都市の暮らしと生き物の共生
A1：まとまり・つながりのあるみどりの確保＜拡充＞
A2：生物多様性に関する情報の発信＜新規＞
A3：生物多様性の保全＜拡充＞
A4：生物多様性に配慮した暮らし・事業活動への転換＜新規＞
A5：水環境の維持・保全
A6：文化財等の保全と活用

Ｂ：持続可能なみどりの保全・管理
B1：安全安心とみどりの保全との調和
B2：公共の緑地・みどりの適正な維持管理・更新
B3：持続可能なみどりの管理運営手法の検討、構築＜新規＞
B4：民有樹林の保全
B5：生産緑地地区や農地の保全・活用

Ｃ：みどりの利活用と公園緑地の創生
C1：みどりの機能の活用＜新規＞
C2：みどりのボランティアや人材の育成と活動拠点の利用

推進
C3：公園の利活用の推進
C4：市民参加型の公園管理運営
C5：身近な緑化の推進
C6：周辺自治体との広域連携でのみどりの保全・活用の推進
C7：みどりのリサイクルの推進

資料４骨子案（２）計画の体系図（目標達成に向けた戦略と分野横断的取組〔第4章〕と分野別の取組み〔第５章〕）

分野別の
取組み

戦略の重点取組項目は、各
分野の取組みを横断的に強
化する

※下線：現行計画
からの変更

【０】計画推進
の前提

【１】気候変動
対策の具体化

【２】みどりの
機能を生かすま
ちづくり

【３】地域の資
源を生かし、持
続可能な資源利
用のサイクルを
つくる

【４】環境負荷
削減の取組とラ
イフスタイルの
変革を促す

【５】市民協働
による環境共生
都市づくり

戦略を推進することによ
り、地域課題の解決、
SDGsへの貢献につながる

※下線：推進本部会議資料からの追記等

①本計画は、全市民の意識の共有と協力、継続的な関わりで推進 （例：気候市民会議など）

②戦略や取組項目の検討は、常に「ポジティブ」な視点で行う ③「みんなが笑顔 いのちのにぎわうまち多摩市」の実現

戦 略

2-1 グリーンインフラとしてみどりの機能を活用するまちづくり（例：生態系への気候変動影響の把握、学校等でのグリーンカーテンづくり、樹林等の持続的
な育成管理など）

2-2 OECM制度の活用促進（例：OECMについての普及促進）
2-3 ワンヘルスの考え方で生物多様性の理解促進に取組む（例：気候変動影響を考慮した衛生害虫対策、ワンヘルスの考え方の普及啓発など）
2-4 生きもの市民調査隊の創設と生きものデータバンクの設置（例：生き物市民調査隊の創設、生き物データバンクの設置など）

1-1 再エネの基幹エネルギー化と地産地消【再エネ】（例：再エネ電力の利用拡大に向けた情報提供・啓発、公共施設への太陽光発電設備の最大限導入など）
1-2 ゼロエミ住宅の普及促進【住宅・建物】 （例：ZEH、ZEH-M、ZEBの普及促進、省エネ機器の導入補助、補助制度の拡充・創設の検討など）
1-3 ZEVの普及促進【移動・交通】 （例：公共交通の利便性向上とMaaSの活用、水素ステーションの活用促進など）
1-4 気候変動の影響への適応力強化に向け、市の施策の点検・見直し（例：街づくり指導基準による雨水の貯留・浸透機能の確保、雨水排水機能の確保、熱中

症警戒アラート等を活用した情報提供、熱中症予防の啓発、気候変動や適応策に関する啓発、環境配慮技術導入マニュアルによる公共施設の整備など）

3-1 分別・リサイクルの徹底、食品ロス対策、プラスチック対策のさらなる強化（例：川ごみ清掃とマイクロプラスチックの啓発、シェアリングエコノミーに
関する情報提供・普及啓発など）

3-2 食の地産地消（例：地元の食材の活用や普及啓発、農家開放型市民農園の活用促進など）

4-1 個人の行動やライフスタイルの変容のための機会提供、社会変容につなげる機運の醸成（例：地域ポイントによる地域活性と脱炭素化、ナッジ理論を活用
した普及啓発など）

4-2 市民へのわかりやすい情報発信（※戦略５の名称変更に伴い戦略４へ移動） （例：SNSやアプリ等の活用による情報発信など）
4-3 多摩市消費生活フォーラム＆多摩エコ・フェスタ、サスティナブル・アワード、環境学習等の見直し（例：ボランティア同士の交流促進など）
4-4 カーボンハーフに向けた取組の具体化、脱炭素型ライフスタイルの普及（例：脱炭素型のライフスタイルに関する情報発信、気候変動学習の推進など）

5-1 市民・民間事業者など多様な主体が協働して取り組んでいくための体制づくり（例：ESDコンソーシアムを通じた連携・協働の推進など）
5-2 行動変容の促していくための、指導者やリーダー候補の掘り起こしと人材育成（例：みどりや環境活動に関する指導者・リーダー等の育成など）
5-3 幼少期からの自然体験の充実（例：生物多様性セミナーや観察会などの体験型プログラムの充実、身のまわりの環境地図による発表の機会の充実など）

再生可能エネルギーを
使うまち
・エネルギーコストの負担軽減
・エネルギー・資源の循環による
地域経済の活性化

健康で快適に暮らせるまち
・健康に暮らすことができ、利便
性の高い住まい

・外出機会の増加による健康増進
・体験活動を通じて、からだの健
康と豊かな心を育む

みどり豊かで魅力的な
まち
・みどりによるまちの価値向上
・食の地産地消で地元農業を応援

誰もが幸せを実感できるま
ち
・多様な世代が交流し、いきいき
と暮らせるまち

・地域での連携・協働の創出

地球にも貢献するまち
・食料自給率向上への貢献
・消費行動を通じた生物多様性保全
への貢献

子どもたちが活躍できるま
ち
・子供たちを支える地域の関わり
・持続可能な社会の担い手の育成
・子育てしやすい、情操教育

安全安心のまち
・気象災害に対するまちのレジリエ
ンスの強化

↓重点取組項目（1-1～5-3）

取組方針→
（A～L）

取組項目→
（A1～L3）

総合計画の実現



資料４骨子案 （３）取組体系（１／２）

分 野

現行計画 次期計画

施策方針 施策 取組方針（案）
取組項目（案）

※下線は現行計画の「施策」からの変更
変更理由等

自然環境分野

【 生 物 多 様 性
地域戦略、緑の基
本計画】

Ａ：生物多様性に配
慮したまとまりあ
るみどりの保全

A1：生物多様性の確保に関する取組
みの推進

Ａ：都市の暮らしと生
き物の共生

A1：まとまり・つながりのあるみどりの確保＜拡
充＞

生物多様性を前提に置いたみどり等の考え方を示す

※エコロジカルネットワーク図を設定

A2：生物多様性に関する情報の発信＜新規＞ 市民等に生物多様性の保全の大切さを浸透させる取組みを追加

A3：生物多様性の保全＜拡充＞ 生物多様性ガイドラインに基づく取組みなどを位置づける

－ A4：生物多様性に配慮した暮らし・事業活動への
転換＜新規＞

ライフスタイルの転換を促すための取組み（情報発信、気候変動
教育）を追加

A5：水環境の維持・保全 A5：水環境の維持・保全

Ｄ：歴史文化の保全
と活用

D1：文化財等の保全と活用 A6：文化財等の保全と活用 取組方針Ａに、現行計画の施策方針Ｄを統合

Ｂ：暮らしと調和し
たみどりの適切な
育成管理

B1：安全安心な暮らしと調和したみ
どりの構築

Ｂ：持続可能なみどり
の保全・管理

B1：安全安心とみどりの保全との調和

B2：みどりの適正な育成管理

C1：身近な緑化の推進

B2：公共の緑地・みどりの適正な維持管理・更新 公園緑地や街路樹については、“育成”から“維持”を重視していく

－ B3：持続可能なみどりの管理運営手法の検討、構
築＜新規＞

活動の担い手の高齢化や固定化への対応、市民団体や企業などが
参加しやすい仕組みづくりを追加

A2：拠点や軸となるまとまりある民
有樹林の保全

A3：まちなかの民有樹林の保全

B3：パートナーシップによる公園緑
地等の育成管理

B4：民有樹林の保全 民有林に対する取組みをまとめる

A4：生産緑地地区の保全と活用 B5：生産緑地地区や農地の保全・活用 生産緑地地区に加え、都市農地の保全・活用についての取組みを
追加

－ Ｃ：みどりの利活用と
公園緑地の創生

C1：みどりの機能の活用＜新規＞ みどりの機能を活用し、気候変動の影響に備える取組み（グリー
ンインフラ）を追加

B3：パートナーシップによる公園緑
地等の育成管理

C2：みどりのボランティアや人材の育成と活動拠
点の利用推進

みどりを利活用する体制を示す

Ｃ：身近なみどりの
創出と公園緑地の
再生

C2：公園緑地のリニューアル C3：公園の利活用の推進

C4：市民参加型の公園管理運営

C1：身近な緑化の推進 C5：身近な緑化の推進

A6：周辺自治体との広域連携の推進 C6：周辺自治体との広域連携でのみどりの保全・
活用の推進

C3：みどりのリサイクルの推進 C7：みどりのリサイクルの推進

生活環境分野

【地域気候変動適応
計画】

Ｅ：健康的で安全安
心な暮らしの保持

E1：公害の発生防止と迅速な対応 Ｄ：健康的で安全安心
な暮らしの保持

D1：公害の発生防止 迅速な対応は通常業務の一環とし、取組項目の名称を整理

D2：化学物質等の把握・情報提供＜新規＞ 化学物質過敏症やアスベストなどへの対応を追加

E1：放射線への対応 D3：その他の問題への対応 放射線のように、今後必要とされる新たな問題（例:香害）への対
応を行っていくものとし、取組項目の名称を整理

Ｆ：美しく快適なま
ちの保持

F1：まち美化の推進 Ｅ：美しく快適なまち
の保持

E1：まちの美化対策

F2：路上駐車・放置自転車の防止 E2：路上駐車・放置自転車対策

F3：みどりと都市が調和した街なみ
の保持

E3：街なみ景観の保全

Ｉ：良好な水循環の
推進

I1：雨水地下浸透の推進

I2：雨水貯留の推進と水の有効利用

Ｆ：気候変動の影響に
備える適応策の推
進＜新規＞

F1：豪雨対策の推進＜新規＞ 適応策を追加（庁内照会調査の結果を反映予定）

－ F2：暑さ対策、熱中症対策等の推進＜新規＞ 適応策を追加（庁内照会調査の結果を反映予定）

－ F3：環境配慮型の公共施設の整備＜新規＞ 適応策を追加（庁内照会調査の結果を反映予定）



資料４骨子案（３）取組体系（２／２）

分 野

現行計画 次期計画

施策方針 施策 取組方針（案）
取組項目（案）

※下線は現行計画の「施策」からの変更
変更理由等

地球環境分野

【地球温暖化対策実
行計画（区域施策
編）】

Ｈ：エネルギーの有
効利用

H1：省エネルギーの推進 Ｇ：エネルギーの効率
的な利用

G1：省エネルギーの推進＜拡充＞ 再エネビジョン報告書を考慮し施策を追加

H2：再生可能エネルギーの推進 Ｈ：再生可能エネル
ギーの利用拡大

H1：再生可能エネルギーの導入加速化
＜拡充＞

再エネビジョン報告書の施策提案を踏まえ取組方針・取組項目を
追加

－ H2：環境技術の導入＜新規＞ CO2以外の温室効果ガス削減対策を追加

Ｇ：ごみの減量と資
源の有効利用

G1：ごみの発生抑制と減量の推進 Ｉ：資源循環の推進 I1：ごみの発生抑制と減量の推進 一般廃棄物処理基本計画と整合

G2：ごみの適正処理に向けた分別の
徹底

I2：ごみの適正処理に向けた分別の徹底 一般廃棄物処理基本計画と整合

G3：資源の有効利用 I3：資源の有効活用 一般廃棄物処理基本計画に対し、循環経済（シェアリングエコノ
ミー）に関する取組みを追加

G4：生ごみのリサイクルの推進 I4：食品ごみの削減＜新規＞ 生ごみ減量と食品ロス対策を拡充（一般廃棄物処理基本計画）

－ I5：プラスチックの削減＜新規＞ プラスチック削減対策を追加（一般廃棄物処理基本計画）

Ｊ：環境にやさしい
交通の推進

J1：自動車排出ガスの削減

J2：公共交通・自転車利用の促進

Ｊ：脱炭素まちへの移
行

J1：脱炭素型まちづくりの推進
＜拡充＞

再エネビジョン報告書を考慮し施策を追加（ZEVの普及）

健康増進に寄与する徒歩・自転車の推奨を追加

－ J2：脱炭素型ライフスタイルの普及
＜新規＞

再エネビジョン報告書を考慮し施策を追加

環境活動分野 Ｋ：環境教育の推進
と環境学習・環境
活動の充実

K1：地域と連携した環境教育の推進 Ｋ：環境教育・環境学
習の充実

K1：地域と連携した環境教育の推進
＜拡充＞

2050年大人づくりの展開を追加

K2：環境を楽しむ体験型活動の充実 K2：環境を楽しむ体験型活動の充実

K3：人材の育成と体制づくり Ｌ：市民協働による環
境活動の促進

L1：人材の育成と体制づくり

Ｌ：環境に関する情
報発信の充実

L1：みどりと環境に関する普及啓発

L2：環境の安全性に関する情報提供

L2：環境情報の提供

K3：人材の育成と体制づくり

B3：パートナーシップによる公園緑
地等の育成管理

L3：協働による取組みの活発化＜新規＞ 一人ひとりの行動変容から社会を変えていく取組み、主体間連携
を促す取組みを追加

再エネビジョン報告書を考慮し施策を追加


